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島牧消防団　消防演習
　７月６日（土）島牧消防団による消防演習がスポー
ツセンターで行われました。
　雨天のため室内での開催となりましたが、消防署員
指導の下、規律訓練と小隊訓練を行いました。
　いつ発生するか分からない災害に対して「災害を未
然に防ぐ、あるいは最小限に」と訓練に励み、使命感
を持った消防団の勇ましい姿が見られました。

第 74 回「社会を明るくする運動」

夏の交通安全運動
～街頭啓発～

　７月１７日（水）消防島牧支署前で、夏の交通安全
運動街頭啓発が行われました。この日は、島牧保育所
の園児が参加し、通行するドライバーへ元気よく安全
運転を呼び掛けました。
　遠出やレジャーの計画を立てる際は、疲労や飲酒運
転に気を付けましょう。自分だけでなく、家族や大切
な人の命を守るためにも、安全運転をお願いします。

　7 月２６日（金）島牧村総合福祉医療センターにて、
第７３回島牧村戦没者追悼式が執り行われ１２名が参
拝しました。
　参拝者は献花を行い、悲惨な戦争を風化されること
なく次世代に語り継ぐとともに恒久平和への誓いを新
たにしていました。

参 拝 者 数 合計　１２名
遺 族 　　　　３名
来 賓 者 　　　　３名
一般参拝者 　　　　６名

　７月４日（木）、役場大会議室で「社会を明るくする
運動」内閣総理大臣メッセージ伝達式が行われました。
　「社会を明るくする運動」は、犯罪のない明るい社会
をみんなで目指す運動です。
　犯罪や非行の防止、また犯罪や非行をした人たちの
立ち直りを支えるためには地域の理解、チカラが重要
となります。
　第 74 回社会を明るくする運動のキャッチフレーズ
は「想う、ときには足をとめ。」です。
　更生に向け、努力する人の未来を信じて、その「変わっ
ていく時間」とともに寄り添う人たちの存在が必要で
す。
　犯罪や非行のない安全で安心な暮らしをかなえるた
め、自分には何ができるのか皆さん考えてみません
か？

第 73 回島牧村戦没者追悼式
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ご 長 寿 万 歳 ！ご 長 寿 万 歳 ！
～ 長 寿 者 慶 祝 金 贈 呈 ～～ 長 寿 者 慶 祝 金 贈 呈 ～

　この度、７月１５日に中島英子さんが米寿（88
歳）を迎えられ、７月２１日には花田辰雄さん
が百寿（100 歳）を迎えました。おめでとうご
ざいます。
　お祝いとして村から長寿者慶祝金が贈られま
した。これからも健康に十分留意され、趣味な
どを楽しみながら元気にお過ごしください。
　村では、長寿者褒章制度を実施しています。
多年にわたり村に貢献された高齢者に対して長
寿を褒章し、慶祝金が贈られます。

※写真につきましては、
ご本人の希望により、掲
載しておりません。

　「北海道苦情審査委員制度」とは、北海道が行った業
務や、制度の内容を審査する制度です。
　皆さんの代わりに公平で中立な立場から、北海道の
関係機関に対し必要な調査などを行います。
　審査の結果、業務に不備な点や制度に問題がある場
合は、関係機関に是正や改善を求めます。
◇　申立方法　◇
　苦情申立書にご記入の上、郵送・FAX・メールのい
ずれかでお申立てください。
　苦情申立書及び申立て窓口につ
いては、北海道のホームページを
ご覧ください。
※電話や匿名での申立ては受け付
けておりません。
　　　　　　　　　  　　　　　　（苦情に関する HP）
◇　お問い合わせ　◇
北海道総合政策部知事室道政相談センター
TEL０１１ ‐ ２０４ ‐ ５５２３（直通）
後志総合振興局総務課　
TEL０１３６ ‐ ２３ ‐ １３１７

　公益財団法人人権教育啓発推進センターでは、アイ
ヌの方々のお悩みをお受けするフリーダイヤルを開設
しております。
　嫌がらせ、差別、プライバシー侵害などのご相談も
お受けします。　お気軽にご相談ください。
◇　相談専用電話　◇
　アイヌの方々のための相談専用フリーダイヤル
　TEL　０１２０ ‐ ７７１ ‐ ２０８
◇　受　　　　付　◇
　月曜日～金曜日（※祝日、12/29 ～ 1/3 を除く）
◇　時　　　　間　◇　午前 9 時～午後 5 時
　〇相談無料　〇匿名可　〇秘密厳守
　※来訪によるご相談もお受けします。
　月曜日～金曜日　午後 1 時～５時（要予約）
◇　お問い合わせ　◇
　公益財団法人人権教育啓発推進センター
　〒１０５ ‐ ００１２
　東京都港区芝大門 2-10-12　K ＤＸ芝大門ビル 4 階
　FAX　０３ ‐ ５７７７ ‐ １８０３
■本相談事業は、公益財団法人　人権教育啓発推進センターが、厚生
労働省生活相談充実事業により実施するものです。

し ま ま き の きし ま ま き の き
～ 1 歳 児 記 念 品 贈 呈 ～～ 1 歳 児 記 念 品 贈 呈 ～

　この度、１歳を迎えられた藤田倖
ことは

羽ちゃんと千
葉映

はやて

颯くんに「しままきのき１歳児記念品」とし
て、藤田倖

ことは

羽ちゃんには「積み木」が、千葉映
はやて

颯
くんには「食器セット」が贈られました。
　「しままきのき１歳児記念品」事業とは、村で
生まれ育つお子さんの成長を祝うとともに、木育
や伐期を迎えた村有林の活用の一環として、村内
の１歳を迎える児童を対象に、島牧村で作った贈
り物をする事業で、「食器セット」または「積み木」
が贈られます。

▲▲千葉千葉映映
は や ては や て

颯颯くんくん

アイヌの方々からの様々な
ご相談をお受けします北海道苦情審査委員制度

▲▲藤田藤田倖倖
こ と はこ と は

羽羽ちゃんちゃん
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屋外広告物の設置には許可申請が必要です！

　北海道では、良好な景観の形成と風致の維持や危害の防止のため、「北海道屋外広告物条例」を制定し、屋外
広告物に対する必要な規制を行っております。

屋外広告物のルール

屋外広告物とは？

次の要件をすべて満たしているものをいいます。
　①常時又は一定の期間継続して表示されるもの
　②屋外で表示されるもの
　③公衆に表示されるもの
　④看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、
　広告版、建物その他の工作物等に提出され、
　又は、表示されたもの並びにこれらに類するもの
※営利的な商業広告だけではなく、非営利的なもので
あっても上記要件をすべて満たせば屋外広告物となり
ます。

屋外広告物の例

 屋外広告物の掲出には、島牧村長の許可が必要です。 
（許可が不要な場合もあります。）
　広告物を掲出する場合は、許可申請の手続きを行っ
てください。
　詳しくは、下記ホームぺージをご覧ください。

▲屋外広告物の許可申請について

屋外広告物の安全管理

管理義務について
　広告主や、広告物の表示者、掲出物件の設置者、管
理者等は、広告物又は掲出物件を補修するその他の必
要な管理を行い、良好な状態を保持することが義務づ
けられています。
　広告物を掲出するみなさんは、日常的な安全確認や
定期的に適切な点検を行い、広告物の安全管理を徹底
していただきますようお願いします。

点検について
　近年、適切に管理されていない屋外広告物が落下す
る事故が相次いで発生しています。
　道では、広告物の安全性の確保をより一層図るため、
条例等を一部改正し、広告主や広告物の表示者、掲出
物件の設置者、管理者等は、広告物の又は掲出物件を
定期的に点検しなければならないことを明確化しまし
た。（ただし、移動広告物、簡易広告物を除く。）
　また、許可を受けた固定広告物で１つの広告物の表
示面が１０㎡を超えるものは、資格のある点検者によ
る点検が必要になりました。
　点検の詳細については、道のホームぺージをご覧く
ださい。

▲屋外広告物の点検等について

お問い合わせ
島牧村役場　企画産業課　企画情報係
　TEL　０１３６ ‐ ７５ ‐ ６２１２
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大雨に備えて「キキクル」を活用しよう

　８月から９月は、１年で最も多く台風が発生する時期です。台風は強い勢力を保ったまま北海道に接近・上陸
することもあり、大雨・洪水・暴風・高波・高潮による災害をもたらします。
　台風が接近して災害のおそれがある場合、気象台は警報や気象情報を発表し、警戒・注意を呼びかけます。
　台風に備えて、平常時にハザードマップを見て自宅周辺などで起こりやすい災害を把握し、避難場所までの経
路を確認しておきましょう。 また、避難情報や防災気象情報の入手方法の確認も備えの１つです。
　気象庁ホームページでは、お住まいの市町村に関連する防災気象情報を 1 つのページで確認できるサービス「あ
なたの街の防災情報」を提供しています。図の二次元コードからアクセスできます。
　【お問い合わせ】　　　札幌管区気象台天気相談所　　　　TEL０１１ ‐ ６１１ ‐ ０１７０
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次 回 の 広 報 し ま ま き ９ 月 号 で は 「 送 電 」 に つ い て 解 説 予 定 で す 。次 回 の 広 報 し ま ま き ９ 月 号 で は 「 送 電 」 に つ い て 解 説 予 定 で す 。

なぜ？なぜ？ なに？なに？連載企
画

関係者が一同に集まるんだね。島牧で開催される場合のイメージがしやすくなったね♪関係者が一同に集まるんだね。島牧で開催される場合のイメージがしやすくなったね♪

再生可能エネルギー再生可能エネルギー
vol.7

島牧でも有意義な会議になることを期待するね！島牧でも有意義な会議になることを期待するね！

Vol.2（2024 年 3 月号）で法定協議会について簡単に説明を行ったけど覚えている？Vol.2（2024 年 3 月号）で法定協議会について簡単に説明を行ったけど覚えている？▶

各組織の代表者が集まって、公募により選定された発電事業に求める事項を話各組織の代表者が集まって、公募により選定された発電事業に求める事項を話
し合って、協議会意見をとりまとめることだったよね。し合って、協議会意見をとりまとめることだったよね。

▶

 第1回法定協議会で先行案件より想定される流れについて

　1　最初に事務局から構成員に対して協議会運営規程の確認を行います。　1　最初に事務局から構成員に対して協議会運営規程の確認を行います。
　2　その中で構成員の中から協議会の座長・副座長を選任します。　2　その中で構成員の中から協議会の座長・副座長を選任します。
　3　次に事務局より、①洋上風力発電導入の意義、公募のルールや流れについて説明があります。　　3　次に事務局より、①洋上風力発電導入の意義、公募のルールや流れについて説明があります。　
　　　　　　　　　　　②先行案件で協議会意見として取り纏めた概要の紹介があります。　　　　　　　　　　　②先行案件で協議会意見として取り纏めた概要の紹介があります。
　4　続けて、当該区域の概要として、有望な区域に設定されている範囲、漁港位置、風況、水深などの　　4　続けて、当該区域の概要として、有望な区域に設定されている範囲、漁港位置、風況、水深などの　
　　　紹介があります。　　　紹介があります。
　5　その後に、自治体、漁協、北海道漁業環境保全対策本部、その他の構成員が洋上風力の計画に　5　その後に、自治体、漁協、北海道漁業環境保全対策本部、その他の構成員が洋上風力の計画に
　　　関する意見交換を行います。　　　　関する意見交換を行います。　
　6　最後に座長が次回への課題について整理を行い、閉会となります。　　　6　最後に座長が次回への課題について整理を行い、閉会となります。　　

▶

▶

▲第１回法定協議会（檜山）第１回法定協議会（檜山） ▲第１回法定協議会（松前）▲第１回法定協議会（松前）

すごいね。マキちゃん！よく覚えてたね。すごいね。マキちゃん！よく覚えてたね。
今回は、その法定協議会がどのような流れで進められるか、道内の先行案件を参考に説明するよ。今回は、その法定協議会がどのような流れで進められるか、道内の先行案件を参考に説明するよ。

▶

　構成員　・・・　地元自治体、地元漁協、有識者　構成員　・・・　地元自治体、地元漁協、有識者
　　　　　　　　　経済産業大臣、国土交通大臣、北海道知事など　　　　　　　　　経済産業大臣、国土交通大臣、北海道知事など
　事務局　・・・　経済産業省、国土交通省、北海道庁　事務局　・・・　経済産業省、国土交通省、北海道庁
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７月　４日　４年生　本目浄水場
７月１１日　３年生　泊川

島牧小学校　島牧小学校　ふるさとふるさと教室教室



8

児 童 扶 養 手 当 に つ い て
１．児童扶養手当とは
　児童扶養手当は、高校卒業までのお子さんがいるひとり親世帯に支給される手当です。
（ひとり親世帯とは、婚姻によらないで生まれた児童のいる世帯や、父母の離婚や死別によ
り母子世帯、父子世帯となっている世帯をいいます。）
　そのほか、父または母が一定以上の障害を持っていたり、生死不明、１年以上の育児放棄、
１年以上の拘禁、裁判所からＤＶ保護命令を受けている場合などが対象となります。

２．支給額について
　請求者の所得及び扶養義務者（請求者と同居していて所得がある方）の所得により、全部支
給・一部支給・全部停止のいずれかになります（一部支給の場合、所得額と所得制限限度額
により計算されて支給額が算出されます）。

区　　分 全　部　支　給 一　部　支　給

児童１人目 月額４５，５００円 月額１０，７４０円  ～ ４５，４９０円

児童２人目 月額１０，７５０円 月額　５，３８０円  ～ １０，７４０円
児童３人目以降
（１人につき） 月額　６，４５０円 月額　３，２３０円  ～ 　６，４４０円

３．所得制限限度額（年額）
　請求者の所得が下記表の「全部支給」を超えている場合は、所得の額によって手当額が変
わります。「一部支給」を超えている場合は、支給されません。「扶養義務者、配偶者、孤児等
の養育者」の所得が表の金額を超えている場合は、請求者の所得関係なく不支給となります。

所 得 制 限 限 度 額 表
扶養親族等の数 全部支給 一部支給 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

０人 　４９万円 １９２万円 ２３６万円

１人 　８７万円 ２３０万円 ２７４万円

２人 １２５万円 ２６８万円 ３１２万円

３人 １６３万円 ３０６万円 ３５０万円

４人目以降 １人につき３８万円の加算

４．支給日
　毎年１月、３月、５月、７月、９月、１１月の各１１日に２ヶ月分が振り込まれます。

　【お問い合わせ】
　　島牧村役場　福祉課福祉係　　　　　　TEL　０１３６ ‐ ７５ ‐ ６００１　　　

（令和 5年 4月～）

※児童扶養手当受給権者の方は８月中に現況届の提出が必要です。個別に送付しております
　ので、島牧村役場福祉課福祉係（総合福祉医療センター内）に提出して下さい。
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こころの健康づくりについてこころの健康づくりについて

休養とは、
　①心身の疲労を回復しもとの活力ある状態に戻す「休む」こと
　②リラックスする、趣味やスポーツ活動などで積極的に過ごし、明日の健康を考えていく「養う」
という2つの側面があります。時間を作り、積極的に「休養」しましょう。

1.休 養

　ストレスの影響を強く受けるかどうかは個人差があります。
　ストレスに対処する力を高めるためには
　　①健康的な睡眠、運動、食習慣によって心身の健康を維持する。
　　②自分の感情や考えを上手に表現する。
　　③上手に気分転換やリラックスをはかる。　　　　　　　　　　などがあげられます。

2.ス ト レ ス へ の 対 応

　睡眠不足によって疲労感、情緒の不安定さ、判断力がにぶくなるなど、暮らしに大きく影
響します。夏は、陽がある時間が長いことと高温多湿で寝苦しくなり睡眠時間が短くなりが
ちです。
　小学生は、9～12時間、中学・高校生は8～10時間、成人は6時間以上の睡眠時間を確保
し、高齢者は日中の長時間の昼寝は避け、床上時間が8時間以上にならないことを目安にし
ましょう。　
　良い睡眠のためには適度に運動する、食習慣を整える、スクリーンタイム（スマホやタブ
レット、パソコン画面を見ている時間のこと。）を減らす（小～高校生は2時間以下）こと
が有効です。

3.睡　　　　　　　　眠

4.こころの病気への対応

 こころの健康相談統一ダイヤル（道立精神保健福祉センター）  TEL　０５７０－０６４－５５６
 北海道いのちの電話   TEL　０１１－２３１－４３４３
 自殺予防　いのちの電話   TEL　０１２０－７８３－５５６
 倶知安保健所　こころの健康相談（健康支援係）   TEL　０１３６－２３－１９５７
 島牧村役場　福祉課   TEL　０１３６－７５ー６００１

　　この季節は気候の変化に加え、学校や仕事による疲れがたまってくる時期であることから、

自分でも気がつかないストレスでこころが疲れていたり、エネルギーの消耗に繋がっているこ

とがあります。「こころの健康づくり」を意識して心も体もお元気にお過ごしください。

　うつ病は早期に発見され適切な治療を受ければ大部分は改善します。ひとりで
悩むより、誰かに話してみませんか？
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し
り
べ
し
弁
護
士
相
談
セ
ン
タ
ー
開

設
の
お
知
ら
せ

▼
相
談
日
程

８
月
21
日
、
28
日

9
月
4
日
、
11
日
、
18
日
、
25
日

毎
週
水
曜
日
、
相
談
無
料

▼
事
前
予
約
制

▼
予
約
受
付
時
間　

　

午
前
10
時
～
午
後
4
時

▼
住
所

岩
内
町
高
台
84
‐
3　

　
　
　
　
　

（
佐
藤
食
肉
店
と
な
り
）

▼
お
問
い
合
わ
せ

TEL
0
1
3
5
‐
62
‐
8
3
7
3

FAX
0
1
3
5
‐
62
‐
8
3
8
3

令
和
６
年
度
「
緑
の
募
金
」
運
動
実

施
結
果
に
つ
い
て

　

美
し
い
緑
豊
か
な
街
づ
く
り
や
森
林

整
備
、緑
化
の
推
進
を
目
的
に
、「
緑
の
募

金
」を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、み
な
さ
ま
か
ら

４
万
１
７
３
８
円
の
心
温
ま
る
募
金
が
あ

り
ま
し
た
。

　

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
て
、誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

島
牧
村
役
場　
　
　

８
，
３
５
２
円

　

島
牧
診
療
所　
　
　

９
，
１
２
５
円

　

島
牧
小
学
校　
　
　

３
，
９
３
０
円

　

島
牧
中
学
校　
　
　

５
，
３
３
１
円

　

島
牧
慈
光
園　
　
　

５
，
０
０
０
円

　

島
牧
柏
光
園　
　
　

５
，
０
０
０
円

　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
施
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　

５
，
０
０
０
円　

８
月
は
「
北
方
領
土
返
還
要
求
運
動

強
調
月
間
で
す
！　

　

北
方
領
土
問
題
の
一
日
も
早
い
解
決
を

期
待
し
、国
の
外
交
交
渉
を
積
極
的
に
後

押
し
す
る
と
と
も
に
、道
民
世
論
の
結
集
を

図
る
た
め
、８
月
を「
北
方
領
土
返
還
要
求

運
動
強
調
月
間
」と
定
め
、一
層
強
力
に
北

方
領
土
問
題
の
啓
発
活
動
を
展
開
す
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、８
月
１
日
～
８
月
31
日

ま
で
、役
場
庁
舎
内
、道
の
駅
に
お
き
ま
し

て
、署
名
コ
ー
ナ
ー
を
開
設
し
、こ
の
運
動

に
対
す
る
国
民
世
論
の
更
な
る
結
集
と
高

揚
を
図
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

趣
旨
を
ご
理
解
の
上
、返
還
運
動
へ
積
極
的

に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、お
願
い

し
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員 

吉
澤
俊
輔
さ
ん 

再
任

　

人
権
擁
護
委
員
と
し
て
、吉
澤
俊
輔
さ
ん

（
字
千
走
）が
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

吉
澤
さ
ん
は
、令
和
３
年
よ
り
人
権
擁

護
委
員
と
し
て
活
動
さ
れ
、今
回
で
２
期

目
と
な
り
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
の
平
田
敏
さ
ん（
字
冨

浦
）と
と
も
に
、地
域
の
み
な
さ
ん
か
ら
の

人
権
相
談
や
人
権
擁
護
、人
権
啓
発
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

新
た
な
北
海
道
総
合
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
！

　

北
海
道
庁
で
は
、北
海
道
の
更
な
る
発

展
に
向
け
、道
民
の
み
な
さ
ま
や
様
々
な
関

係
者
の
方
々
と
共
に
行
動
し
て
い
く
た
め
、

新
た
な
総
合
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

計
画
の
内
容
を
分
か
り
や
す
く
お
伝
え

す
る
出
前
講
座
も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、詳

し
く
は
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ

北
海
道
庁
計
画
推
進
課

TEE
0
1
1
‐
２
０
４
‐
５
６
３
０

【
北
海
道
か
ら
の
お
知
ら
せ
】　　
　
　
　
　

法
人
道
民
税
等
の
申
告
を
電
子
で
！

　

法
人
道
民
税
・
事
業
税
及
び
特
別
法
人

事
業
税
の
申
告
及
び
各
種
申
請
・
届
出
を

電
子
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。ご
利
用

に
あ
た
っ
て
は
、地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ

ム（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
利
用
開
始
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ

札
幌
道
路
事
務
所
税
務
管
理
部
課
税
第
一
課

T
0
1
1
‐
２
０
４
‐
５
０
８
３

広報活動についての
ご意見は企画情報係まで

お寄せ下さい。
（TEL　75-6212）

村からの
お知らせ

（▲北海道総合計画HP）北海道総合計画HP）

お世話になりました

職 員 異 動
令和 6 年 7 月 1 日付
総務経済部長

（兼）施設課長（兼）施設係長　  　中山　貴浩

令和 6 年 6 月３０日付　退職
島牧診療所　技師　　　　　　　　目時　明子
令和 6 年 7 月２６日付　退職
教育委員会　学校給食係　係長　　髙島　秀樹

吉澤　俊輔さん（字千走））

（エルタックスHP）

（道税HP）
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年金の窓口

●国民年金保険料免除等の申請について●国民年金保険料免除等の申請について
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金
や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
　所得が少ない、失業、事業の廃止（廃業）などの理由で保険料を納付することが困難な場合には、
保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50 歳未満）」があります。

●産前産後期間の国民年金保険料が免除になります●産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
　出産予定日または出産日が属する月の前月から 4 か月間の国民年金保険料が免除になり、出産
予定日の 6 か月前から手続きができます。

●会社を退職したときは年金の切替え手続きが必要です●会社を退職したときは年金の切替え手続きが必要です
　20 歳以上 60 歳未満の方が会社を退職され、農業者、自営業者、学生、フリーター、無職等になっ
た場合には、国民年金第１号被保険者（又は第３号被保険者）への切替え手続きが必要です。

●●マイナポータルを利用した国民年金の加入手続・保険料免除申請等の電子申請についてマイナポータルを利用した国民年金の加入手続・保険料免除申請等の電子申請について
　マイナポータルを利用した国民年金第１号被保険者の資格取得・種別変更、
国民年金免除・納付猶予及び学生納付特例の電子申請ができます。
　詳細は、日本年金機構のＨＰをご覧ください。

【お問い合わせ】【お問い合わせ】
島牧村役場住民課住民係窓口　
もしくは　TEL０１３６ ‐ ７５ ‐ ６２１３

※状況により試験日の変更の可能性があります。詳しくは下記の連絡先までお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ】
倶知安地域事務所（倶知安町南 3 条東 1 丁目）　　  TEL０１３６ ‐ ２３ ‐ ３５４０
自衛官募集相談員   後藤　諭　　　　　　　　 　   TEL０１３６ ‐ ７６ ‐ ７５０４

▲日本年金機構HP

募集種目 受付期間 試験期日

自
衛
官
募
集

一般曹候補生
（第 3 回目）

男子

採用予定月の 1 日
現在、18 歳以上
33 歳未満の者

令和 6 年 10 月 1 日
～

令和 6 年 11 月 28 日

【1 次試験】12 月 7 日～ 12 日
※いずれか 1 日指定

【2 次試験】令和 7 年 1 月 6 日
～令和 7 年 1 月 13 日

※いずれか 1 日指定
※細部は 1 次試験合格通知でお知らせ

女子

自衛官候補生
（第 4 回）

男子 令和 6 年 10 月 15 日
～

令和 6 年 11 月 7 日
令和 6 年 11 月 16 日、17 日

※いずれか 1 日指定
女子

高等工科学科生徒 令和 7 年 4 月 1 日現在
15 歳以上 17 歳未満の男子

令和 6 年 10 月 1 日
～

令和 7 年 1 月 16 日

【1 次試験】
令和 7 年 1 月 25 日、26 日

※いずれか 1 日指定

【2 次試験】
令和 7 年 2 月 13 日～ 16 日

※いずれか 1 日指定
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月

　　　７月１日～７月３１日

　

●
発
行
／
島
牧
村　

●
編
集
／
企
画
産
業
課
企
画
情
報
係　
　
　
　
（
ＴＥＬ
０
１
３
６-

７
５-

６
２
１
２ 

内
線
56
）　　
　
　

　

〒
０
４
８-

０
６
２
１ 

北
海
道
島
牧
郡
島
牧
村
字
泊
83-

1　

        

●
印
刷
／
株
式
会
社 

総
北
海　
　

　
　
　
　
広
報
し
ま
ま
き    

2 

月

広
報
し
ま
ま
き

広
報
し
ま
ま
き　　  

８８
月
号
月
号

ふるさとスケッチ

運運
転転
免免
許許

更新時講習更新時講習

寿都町総合文化寿都町総合文化
センターセンター
２階会議室２階会議室

一般運転者・違反運転者講習
　9月17日（火）・10月15日（火）
　一般運転者　13：00～14：00
　違反運転者　14：45～16：45

優良運転者・初回運転者講習
　9月20日（金）・10月18日（金）
　優良運転者　13：00～13：30
　初回更新者　14：15～16：15

高齢者講習高齢者講習
（70歳以上・事前（70歳以上・事前
予約制）予約制）

　八雲自動車学校　
　℡  0137－63－2111　
　※ご予約はお早めに

※事前に寿都警察署へ
    お問い合わせください
　℡  0136－62－2110

交通安全はみんなの願い
死亡交通事故

０の日
令和 6 年

７月 31 日現在 7291 日達成

ふるさと教室

QR コードを読み取り、
「JC-Smart」

利用規約を確認・同意

サービス選択画面より
「島牧村 うしお通信」選択

をダウンロード

島牧村　　    スマホアプリ

「うしお通信」生活に役立つ
情報を発信！

外出先で！

　島牧村の情報や役場からのお
知らせをスマホから確認できる
アプリが誕生しました。
　IP 告知端末と同じ情報をスマ
ホでも見ることができます。

無 料無 料

村のお知らせ

生活情報

バス時刻表

海・川・風の情報

…など

▽
▽

▽
▽

ダウンロード方法

　４日　社会を明るくする運動
　　　　内閣総理大臣メッセージ伝達式
１７日　夏の交通安全運動・街頭啓発
２０日　パークゴルフ大会
２５日　中学校　終業式
２６日　小学校　終業式
　　　　第７３回島牧村戦没者追悼式

島牧小学校の川学習でサクラマスの稚魚の放流を行いました！
（7/11）

編 集 後 記

暦上では立秋を迎え「秋の気配が徐々に立ち暦上では立秋を迎え「秋の気配が徐々に立ち
始める期間」となりました。とは言え、まだま始める期間」となりました。とは言え、まだま
だ暑い日が続いてますね。みなさま体調を崩しだ暑い日が続いてますね。みなさま体調を崩し
てはいませんか？今月号の健康通信にもあるよてはいませんか？今月号の健康通信にもあるよ
うに、この時期は疲れが溜まる時期です。私はうに、この時期は疲れが溜まる時期です。私は
先日少し早めの夏季休暇をいただき、旅行に先日少し早めの夏季休暇をいただき、旅行に
行ってきました♪旅行は心身をリフレッシュす行ってきました♪旅行は心身をリフレッシュす
る絶好の機会です♪新たな場所での体験や美しる絶好の機会です♪新たな場所での体験や美し
い景色に触れることで、日常のストレスから解い景色に触れることで、日常のストレスから解
放されることができます。また、旅先での美味放されることができます。また、旅先での美味
しい食事や地域の文化に触れることで心も豊かしい食事や地域の文化に触れることで心も豊か
になります。自分でも気付かないうちに疲れてになります。自分でも気付かないうちに疲れて
いるので、是非旅行を計画し、心地のよい一時いるので、是非旅行を計画し、心地のよい一時
を過ごしてみるのは、いかがでしょうか♪（K）を過ごしてみるのは、いかがでしょうか♪（K）

※今月号の表紙について※今月号の表紙について
　うさぎ組につきましては、お休みの子が多く七夕飾りの撮影が　うさぎ組につきましては、お休みの子が多く七夕飾りの撮影が
できていないため掲載しておりません。できていないため掲載しておりません。

７月 1 日～７月３１日
掲載申出分・敬称略

■人口及び世帯数（令和6年７月31日現在） ��
　　　　  　      1,268 人 （前月比　△ 8 人）
 　　　　　男：　627 人 （前月比　△ 5 人）
　　　　　女：　641 人 （前月比　△ 3 人）
　　　　　　　　755 戸 （前月比　＋ 4 戸）

保育所七夕飾り保育所七夕飾り

　  　  し ま ま きし ま ま き

■おくやみ ����������������
　R6.07.10　　本間　強（75 歳）  ��� 千走


